
JP 4822027 B2 2011.11.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
扉面材とレールを有し、前記レールが、前記扉面材の上端または下端に、前記扉面材の前
面から突出することなく、前面向き横方向に取り付けられており、かつ、前記レールが把
手として使用できる扉本体と、前記レールに係合する係合部を有する引っ掛け具と、を備
え、前記レールの端部に形成された開放部から前記係合部をスライドさせ挿入すると前記
把手として使用できる前記レールの内側と嵌合状態となり、前記引っ掛け具は、前記扉本
体の前方に向かって取り付けられ、前記レールに対して左右にずらせることを特徴とする
扉。
【請求項２】
前記係合部の前記レールとの接触部に弾性体を備えることを特徴とする請求項１記載の扉
。
【請求項３】
前記引っ掛け具が前記扉の間口寸法よりも小幅の引っ掛け具であることを特徴とする請求
項１または２に記載の扉。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれかに記載の扉に用いる引っ掛け具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、扉本体にレール機構を設け、そこに差し込むことにより設置できるタオルバ
ーを備えた扉及び引っ掛け具に関する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、扉の把手にタオルを掛けることは一般的に行われている。また把手にタオルを掛
け易くしたものがある（ 例えば、特許文献１ 参照。） 。このような場合タオルを掛け
たくない人に対しても把手が付いたままであり、場合によっては使い勝手が悪かった。
【０００３】
　また、任意の位置にタオルを掛ける技術として、吸盤式としたタイプのものがある（例
えば、特許文献２、３参照。）。これらは意匠性がよくなく、さらに吸着力がなくなると
使用できなくなる不具合があった。
【特許文献１】実開平６－４４４４６号公報（第２頁、第１図）
【特許文献２】特開平１１－４７０３０号公報（第３頁、第１図）
【特許文献３】特開２００２－６５５０１号公報（第６頁、第１図、第６図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、本発明の課題は、意匠性がよく
耐久性があり、またタオル掛けを使用したい人、そうでない人ともに使い勝手がよくなる
扉及び引っ掛け具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために請求項１記載の発明は、扉面材とレールを有し、前記レール
が、前記扉面材の上端または下端に、前記扉面材の前面から突出することなく、前面向き
横方向に取り付けられており、かつ、前記レールが把手として使用できる扉本体と、前記
レールに係合する係合部を有する引っ掛け具と、を備え、前記レールの端部に形成された
開放部から前記係合部をスライドさせ挿入すると前記把手として使用できる前記レールの
内側と嵌合状態となり、前記引っ掛け具は、前記扉本体の前方に向かって取り付けられ、
前記レールに対して左右にずらせることを特徴としている。
【０００６】
この発明によれば、レールに係合部を通すことにより引っ掛け具を容易に着脱、移動する
ことができる。よって、タオル掛けを使用したい人は引っ掛け具を用い、そうでない人は
用いないことで、意匠性を確保するばかりか、それぞれの使い勝手が向上する。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、レールと係合部の接触部に弾性
体を備えることを特徴としている。
【００１０】
　この発明によれば、弾性体によって、レール内で係合部が安易に動くことを防ぐことが
できる。よって、扉開閉時にレール内での係合部の不必要な移動を防止することができる
。またレール内の傷つき防止にも役立つ。
【００１１】
　請求項３記載の発明は、扉の開口寸法より小幅の引っ掛け具であることを特徴としてい
る。
　この発明によれば、隣接する扉に引っ掛け具が干渉することなく、扉を開閉することが
できる。
【００１２】
　請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の扉に用いる引っ掛け具である。
　この発明によれば、レールに係合部を通すことにより引っ掛け具を容易に着脱、移動す
ることができる。よって、タオル掛けを使用したい人は引っ掛け具を用い、そうでない人
は用いないことで、意匠性を確保するばかりか、それぞれの使い勝手が向上する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。図１は本発明の第１実施例を適用し
た扉本体の斜視図である。図２は図１における取り付け方法を示した斜視図である。図３
は係合部を有する引っ掛け具の詳細を示す斜視図である。図４は係合部を有する引っ掛け
具の側面図である。図５は図１における側面断面図である。
【００１４】
　図１において、扉本体１は、表面に扉面材１ａを備え、上部にはレール１ｂを有してい
る。レール１ｂは押し出し成型で作られており、材質はアルミである。押し出し成型であ
るので、断面形状は一定であり、両端を開放してある。また、レール１ｂは樹脂で作るこ
ともある。
【００１５】
　扉本体１ に係合部を有する引っ掛け具４を取り付けるには、図２に示すようにレール
１ｂの開放部より係合部２をスライドさせて通す。また、係合部を有する引っ掛け具４の
間口寸法ｂは、扉本体１の間口寸法ａより小さくなっており、扉間口寸法内であれば、左
右にずらすこともできる。
【００１６】
　ここで図３に示すように、係合部を有する引っ掛け具４は係合部２と引っ掛け具本体３
からできている。係合部２は樹脂でできており、弾性体２ｂを備えている。弾性体２ｂは
係合部に接着している。これにより、係合部２をレール１ｂに通したときの傷を防ぐこと
ができる。
【００１７】
　引っ掛け具本体３はアルミでできており、図４に示すように、係合部２とねじ７で固定
されている。また、ばね座金１０を入れることにより、使用中にねじ７が緩むことなくし
っかり固定できる。
【００１８】
　図５に示すように、係合部２の外側形状は、レール１ｂの内側形状に合うような形状と
なっている。係合部２には突起２ａが設けられ、これにより、引っ掛け具本体３が上に上
がったときレール１ｂから外れるのを防ぐことができる。
【００１９】
　よって、タオル掛けを使用したい人は引っ掛け具を用い、そうでない人は用いないこと
で、意匠性を確保するばかりか、それぞれの使い勝手が向上すると言う効果がある。
【００２０】
　次に第２実施例について説明する。
　図６は、発明の第２実施例における係合部を有する引っ掛け具の斜視図である。図７は
、係合部を有する引っ掛け具の側面図であり、図８は、係合部を有する引っ掛け具を扉本
体に取り付けたときの側面断面図である。
【００２１】
　図６において、係合部を有する引っ掛け具６は係合部５と引っ掛け具本体３からできて
いる。係合部５は樹脂でできており、弾性体５ｂを設けている。弾性体５ｂは鉤状になっ
ており、ばね機構をもたせている。弾性体５ ｂ の作用により、多少形状の違うレールで
あっても使用可能となる。
【００２２】
　引っ掛け具本体３はアルミでできており、図７に示すように、係合部５とねじ７で固定
されている。また、ばね座金１０を入れることにより、使用中にねじ７が緩むことなくし
っかり固定できる。
【００２３】
　図８に示すように、係合部５の外側形状は、レール１ｂの内側形状に合うような形状と
なっている。係合部５には手前側に突起５ａが設けられ、これにより、引っ掛け具本体３
が上に上がったときレール１ｂから外れるのを防ぐことができる。
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【００２４】
　よって第１実施例と比べて弾性体を鉤状にしたことで、多少形状の違うレールであって
も使用可能となる。
【００２５】
　次に第３実施例について説明する。
　図９は、本発明の第３実施例を示す斜視図であり、図１０は図９における取り付け方法
を示した斜視図である。
【００２６】
　キッチンでは上部壁面を利用して吊り戸を設置することがある。吊り戸の場合、扉の把
手は下部に設けられる。本実施例では、第１ 実施例と同様な構成であるが、レール１ｂ
が扉本体1の下部に位置している点が異なる。すなわち本実施例の扉は吊り戸であり、こ
のような場合はレール１ｂが下部にあると使用者が扱いやすくなり使い勝手が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１実施例を適用した扉本体の斜視図である。
【図２】本発明の第１実施例の係合部を有する引っ掛け具を扉本体に取り付ける方法を示
す斜視図である。
【図３】本発明の第１実施例の係合部を有する引っ掛け具の詳細を示す斜視図である。
【図４】本発明の第１実施例の係合部を有する引っ掛け具の側面図である。
【図５】本発明の第１実施例の係合部を有する引っ掛け具を扉本体に取り付けたときの側
面断面図である。
【図６】本発明の第２実施例を適用した係合部を有する引っ掛け具の詳細を示す斜視図で
ある。
【図７】本発明の第２実施例の係合部を有する引っ掛け具の側面図である。
【図８】本発明の第２実施例の係合部を有する引っ掛け具を扉本体に取り付けたときの側
面断面図である。
【図９】本発明の第３実施例を示す斜視図である。
【図１０】本発明の第３ 実施例の係合部を有する引っ掛け具を扉本体に取り付ける方法
を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００２８】
　　１　扉本体
　　１ａ　扉面材
　　１ｂ　レール
　　２　係合部
　　２ａ　突起部
　　２ｂ　弾性体
　　３　引っ掛け具本体
　　４　引っ掛け具
　　５　係合部
　　５ａ　突起部
　　５ｂ　弾性体
　　６　係合部を有する引っ掛け具
　　７　ねじ
　　１０　ばね座金
　　ａ　扉の間口寸法
　　ｂ　引っ掛け具の間口寸法
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